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様式第2号(第5条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発言者・会議のてん末・概要 

久喜市特別職報酬等審議会委員委嘱式 

 

１ 委嘱書の交付 

 

司会（四元課長）： 

 ただ今から、久喜市特別職報酬等審議会委員委嘱式を執り行いたいと存じます。 

【四元人事課長が委員名を呼称後、市長から一人ずつ委嘱書を交付】 

 

２ 委員及び事務局職員の紹介 

【委員 名簿順に自己紹介 事務局 自己紹介】 

 

 

第１回久喜市特別職報酬等審議会 

 

１ 開会 

 

司会（四元課長）： 

 続きまして、第１回久喜市特別職報酬等審議会を開会させていただきます。 

 本日の出席委員が１０名でございますので、久喜市審議会条例第５条第２項の規定に

よりまして、委員の過半数の出席を満たしておりますので、本会議が成立していること

をご報告させていただきます。 

 議題に先立ちまして、皆様にご了解いただきたいことがございます｡ 

 まず、会議録作成のため、審議の様子を録音させていただきますことをご了解願いま

す。 

 次に、この会議は、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例第３条に基づき公開と

なりますことから、傍聴を希望される方がいる場合には受け入れるものといたします。 

 傍聴につきましては、お手元の傍聴要領のとおり取り扱いたいと存じますので、委員

の皆様にはよろしくお願いいたします。 

 現在、傍聴者は、おらないところでございます。 

 

２ 市長あいさつ 

 

司会（四元課長）： 

 それでは、開会にあたりまして、ここで梅田市長からごあいさつを申し上げます。 

 

梅田市長： 

【市長あいさつ】 

 

司会（四元課長）： 

 ありがとうございました。 
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３ 会長、副会長の選出 

 

司会（四元課長）： 

続きまして、会長、副会長の選出に入らせていただきます。 

 選出にあたりましては、市長を議長として進めさせていただきたいと存じます。市

長、よろしくお願いします。 

 

梅田市長： 

 それでは、会長、副会長を選出するまでの間、暫時、議長を務めさせていただきま

す。 

 この審議会では、久喜市特別職報酬等審議会条例第４条第１項の規定により、会長及

び副会長をそれぞれ１人、委員の互選により定めることとしております。 

 それでは、はじめに会長の選出につきましては、どなたかの推薦あるいはご意見等は

ございますでしょうか。 

 

宮内委員： 

私は平成２７年度、そして令和元年度、それぞれの審議会に参加させていただいてお

りました。その時に、中村委員さんは市の職員として、どちらにも参加していたように

記憶しているのですが、この審議会の状況をよくご存知の、中村委員さんに会長をお願

いしてはと思いまして提案させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

梅田市長： 

 ただいま宮内委員さんから中村貴子委員さんをとのご意見ございましたが、委員の皆

様いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

梅田市長： 

 よろしいでしょうか。では改めまして中村委員さんお引き受けいただけますでしょう

か。 

 

中村委員： 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 

梅田市長 

 それではご本人の了解をいただきましたので、中村委員さんを会長と決定いたしま

す。 

続きまして、副会長の選出をお願いしたいと存じますが、副会長の選出につきまして

は、どなたか推薦あるいは意見等がありましたらお願いします。 

 

柏浦委員： 

 過去の議事録を拝見しましたが、宮内委員は、過去２回、平成２７年度と令和元年度, 

委員として、こちらの審議会に参加されているということですので、経験豊富な、宮内

委員に副会長をお願いしていてはいかがでしょうか。 

 

梅田市長： 

ただいま柏浦委員さんから副会長に宮内智委員さんとのご意見がありましたが、皆様

の意見はどうでしょうかよろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 
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梅田市長： 

 それでは宮内委員さんに副会長にということでありますけれども、改めましてお引き

受けいただけますでしょうか。 

 

宮内委員： 

微力ですが、引き受けさせていただきます。 

 

梅田市長： 

どうもありがとうございます。それではご本人の了解いただきましたので、副会長に

は宮内委員さんということで決定をいたしました。両委員さんにおかれましてはどうぞ

よろしくお願いいたします。会長、副会長が選出されましたので、ここで議長の任を解

かせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

４ 会長、副会長あいさつ 

 

司会（四元課長）： 

 それではここで、会長、副会長よりごあいさつを頂戴したいと存じます。 

 初めに、中村会長、お願いいたします。 

 

中村会長： 

【会長あいさつ】 

 

司会（四元課長）： 

 ありがとうございました。続きまして、宮内副会長、ごあいさつをお願いいたしま

す。 

 

宮内副会長： 

【副会長あいさつ】 

 

司会（四元課長）： 

 ありがとうございました。 

 

５ 諮問 

 

司会（四元課長）： 

 会長、副会長が決まりましたので、ここで、梅田市長から、中村会長に、諮問を行い

たいと思います。市長より諮問書をお渡ししますので、中村会長、前へお願いします。 

 

（市長が諮問書を朗読し、会長に手交） 

 

司会（四元課長）： 

 ありがとうございました。 

 なお、誠に恐縮でございますが、このあと市長は公務がございますので、ここで退席

させていただきたいと存じます。 

 

（市長退席） 

 

司会（四元課長）： 

それでは、この後の会議の進行につきましては、中村会長に議長をお願いいたしま



4 

 

す。 

議事に入ります前に、席を準備いたしますので、暫時、休憩時間をいただきたいと存

じます。また、ただいま市長から会長にお渡しいたしました諮問書の写しを委員の皆様

に配布させていただきます。 

 

（諮問書の写しを配布） 

 

６ 議題 

 

司会（四元課長）： 

それでは、準備が整いましたので、会長よろしくお願いいたします。 

 

中村会長： 

 それではしばらくの間、議事進行を務めさせていただきます。円滑に議事が進行いた

しますよう皆様の特段のご協力をよろしくお願いいたします。着座にて進行させていた

だきます。失礼いたします。 

それでは、まず本日の議題に入る前に、資料の確認と会議の進め方等につきまして、

事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局（篠原係長）： 

 議題に入ります前に、本日の会議資料の確認をさせていただきたいと存じます。まず

本日配布した 

・次第 

あと事前にお渡しいたしました 

・資料１ 久喜市特別職報酬等審議会委員名簿 

・資料２ 久喜市特別職報酬等審議会条例及び事務次官通達 

・資料３ 令和元年度久喜市特別職報酬等審議会の経過について 

・資料４ 報酬等の改定の経過 

・資料５ 県内全市の市議会議員報酬月額及び市長等給料月額順位 

・資料６－１～２ 県内全市の市議会議員報酬月額・期末手当年額一覧（報酬・期末

手当年額順） 

・資料７－１～２ 県内同規模団体・類似団体の市議会議員報酬月額・期末手当年額

一覧（報酬・期末手当年額順） 

・資料８ 県内全市の市長等給料月額一覧（現行給料月額順） 

・資料９ 県内同規模団体・類似団体の市長等給料月額一覧（現行給料月額順） 

・資料１０ 県内全市の市長等給与月額一覧（給与月額順） 

・資料１１ 県内同規模団体・類似団体の市長等給与月額一覧（給与月額順） 

・資料１２－１～３ 県内全市の市長等給与年額一覧（給与年額順） 

・資料１３ 県内同規模団体・類似団体の市長等給与年額一覧（給与年額順） 

・資料１４－１～２ 県内全市の主要財政指標 

・参考資料１ 久喜市審議会等の会議の公開に関する条例（抜粋） 

 ・参考資料２ 傍聴要領 となってございます。 

 また、先ほどご用意させていただきました 

 ・諮問書（写） 

 以上でございますが、不足等はございませんでしょうか。 

 

（「大丈夫です」という声あり。） 

 

事務局（篠原係長）： 

 それでは、次に、会議の進め方として、会議の公開等の手続につきまして、ご説明さ
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せていただきます。「参考資料１ 久喜市審議会等の会議の公開に関する条例」をご覧

ください。 

 久喜市では、会議の公開等の取り決めとして、本条例に基づき会議を行っておりま

す。 

 まず、条例第３条により、会議は原則公開としております。 

 次に、条例第６条により、会議開催につきましては、市内の公共施設の市民参加コー

ナーやホームページ上でお知らせしております。 

 次に、第７条により、会議が非公開とされたとき以外は傍聴ができることとなってお

ります。 

 次に、第９条により、会議録を作成することとしております。 

 会議録の作成方法につきましては、発言をそのまま記録する全文記録方式と、挨拶や

添付資料を読み上げているに過ぎないような事務局の説明などを省略したり、発言の趣

旨を変えずに「てにをは」や繰り返し的な発言、複数の委員による同時双方向的な議論

で整理しないとわかりにくい発言を調整して記録する、ほぼ全文記録方式がございま

す。 

 事務局といたしましては、「てにをは」や不用語などを調整しました、ほぼ全文記録

方式が適当と考え、その方法により作成してまいりたいと思います。 

 また、公文書館閲覧室への配架や、ホームページでの公開を行うため、概ね１か月以

内に作成し、市民の皆様に公開して参ります。 

 また、会議録の確認及び署名の方法でございますが、会議録の確定にあたっては、従

前は委員の皆様全員の確認を得た後、確認委員の署名をいただくこととされておりまし

たが、ほぼ全文記録方式の場合、委員の皆様全員の確認は必要ないこととされておりま

す。 

 つきましては、会議録（案）作成後は、会長及び指名された方の合計お二人に一任す

ることで確定し、署名をいただきたく存じます。 

 次に、協議をお願いしたい事項といたしまして、委員名簿の公開でございます。 

 会議録の公開に合わせまして、委員の名簿も公開することとなってございますので、

お手元にお配りしてある資料１の名簿のような形で、ホームページ等で公開したいと考

えておりますので、ご了解をいただきたいと存じます。    

 また、ホームページ等での公開とは別に、委員の皆様のお名前、ご住所、電話番号を

記しました公職者名簿を作成し、公表しております。この公職者名簿への掲載につきま

しても、併せてご了承をお願いいたします。なお、住所と電話番号につきましては、公

開を希望されない場合は、後ほど事務局までお申し出くださいますよう、よろしくお願

いいたします。 

 

中村会長： 

はい。ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありました。その内容を

整理いたしますと、会議録はほぼ全文記録方式で作成すること。また会議録は事務局が

作成後、確認を私ともう１人の委員の合計２名に一任をしていただいて、署名をもって

確定するとのことでございます。名簿につきましては資料１のような形でホームページ

等で公開をすること、公職者名簿への掲載に当たりましては、氏名、住所、電話番号を

掲載すること。ただし、住所、電話番号については公開しないことも希望できるとのこ

とでございます。この点につきまして、ご意見やご質問等はございますか。よろしいで

すか。 

 

（「なし」という声あり。） 

 

中村会長： 

ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。なお公職者名簿へ

の住所、電話番号の掲載を希望しない方は、先ほど事務局からもお話がありましたとお
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り、後ほど事務局まで申出をしてくださいとのことでございます。 

それでは今回の会議録の署名委員でございますが、私のほかにもう１人の委員の方の署

名をということですので、本日全員出席となっておりますので、名簿順ということで、

越智委員にお願いをしたいと思います。よろしいですか。 

 

越智委員： 

 はい。（越智委員了承） 

 

中村会長： 

 ありがとうございます。それでは越智委員よろしくお願いいたします。 

 

（１）議題１ 議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について 

 

中村会長： 

 それではこれより、次第に基づきまして、本日の議題に入りたいと存じます。 

議題の「（１）議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について」を

議題といたします。初めに事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局（篠原係長）： 

≪資料２から資料１４まで順次説明≫ 

資料２ 久喜市特別職報酬等審議会条例及び事務次官通達について説明。 

資料３ 令和元年度久喜市特別職報酬等審議会の経過について説明。 

 令和元年度の答申は、当時の県内の同規模団体や類似団体の額と比較して概ね同

程度や上位の水準であること、改定からの経過年数が３年半と短く、その間、社会

情勢の劇的な変化も見られないこと、本市の財政状況は、楽観視はできないものの

報酬等の額を直ちに引き下げなければならない状況であるとは考えられないことを

総合的に勘案し、据え置きとすることが適当である旨の答申であることを説明。な

お、附帯意見として平成２７年度の答申と同様に「今後、議員報酬の額を改定する

場合は、議員報酬総額を考慮して検討を行うことが適当である」と付記しているこ

とを説明。また、期末手当の額について、一般職の期末手当及び勤勉手当の支給割

合の合計月数と同様とし、人事院勧告に基づく国の給与改定に準じた一般職の期末

手当及び勤勉手当の改定に併せて特別職の改定を行うことについて、今後も引き続

き同様の取り扱いとすることが適当であること、人事院勧告に基づく国の給与改定

に準じた改定とは異なる改定を行う場合は、必要に応じて審議会に諮ることが適当

であることを付記していることを説明。現在、前回の審議会開催から４年が経過し

ていることから、市議会議員の報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料につい

て、審議会のご意見をいただくものである旨を説明。 

資料４ 報酬等の改定の経過について説明。 

資料５ 県内全市の市議会議員報酬月額及び市長等給料月額順位について説明。 

資料６の１ 県内全市の市議会議員報酬月額・期末手当年額一覧（議員一人あたり年

額順）について説明。 

 本市の特別職の期末手当の支給割合４．４月は一般職の期末・勤勉手当の支給割

合に合わせていること。本年度については、人事院勧告において、一般職の期末・

勤勉手当の支給割合について４．４月から４．５月に引上げが勧告されているこ

と。市長をはじめとした特別職の支給割合については、例年、一般職の給与改定に

併せて、一般行政職の期末・勤勉手当支給割合の月数と同様として支給をしている

ことを説明。 

今回、この特別職の期末手当の取り扱いについても、審議会の直接的な審議事項

ではないが、ご意見をいただきたい旨を説明。 

資料６の２ 県内全市の市議会議員報酬・期末手当年額一覧（議員全員の年間総額
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順）について説明。 

資料７の１ 県内同規模団体・類似団体の市議会議員報酬月額・期末手当年額一覧

（議員一人あたり年額順）について説明。 

資料７の２ 県内同規模団体・類似団体の市議会議員報酬月額・期末手当年額一覧

（議員全員の年間総額順）について説明。 

資料８ 県内全市の市長等給料月額一覧について説明。 

資料９ 県内同規模団体・類似団体の市長等給料月額一覧について説明。 

資料１０ 県内全市の市長等給与月額一覧について説明。 

 県内全市の市長等給料月額と地域手当を出している団体の地域手当を合算した額

の多い順から並べたものであり、地域手当とは、地域の民間賃金水準を公務員給与

に適正に反映するよう、物価等も踏まえながら、主に民間賃金の高い地域に勤務す

る職員の給与水準の調整を図るために支給される手当であり、給料月額に支給割合

を掛けたもので、支給割合については、各団体で定めていることを説明。 

資料１１ 県内同規模団体・類似団体の市長等給与月額一覧について説明。 

資料１２－１～１２－３ 県内全市の市長等給与年額一覧について説明。 

資料１３ 県内同規模団体・類似団体の市長等給与年額一覧について説明。 

資料１４－１～２ 県内全市の主要財政指標について説明。 

 

中村会長： 

 ただいま事務局から、資料を元に説明をいただきました。最終的にはこの審議会とし

て答申を出していくわけでございます。まずここで事務局に再度確認をしたいと思いま

すが、この審議会は全部で何回を予定しておりますか。 

 

事務局（篠原係長）： 

現時点では、今回を含めて３回で答申を取りまとめていただければと考えておりま

す。審議の状況によっては、必要に応じて回数を増やすということも可能でございます

が、まずは３回を目途として取りまとめていただきたく存じます。 

 

中村会長： 

 今事務局から、答申は３回で取りまとめて欲しいとのことでございます。そうします

と、今資料２から14までということで、かなり膨大な量の説明をいただいたわけでござ

います。事務局から届いて細かく見ていない状況もあるかもしれないのですが、ただい

ま事務局から説明があったところでございますので、今後、本日の会議の中で、議員報

酬と市長等の給料を改定するか、必要があるかどうか、また他市の状況を踏まえて審議

して、次回の第２回会議で、答申の方向性をどのような形がいいかということを決定し

ていきたいと考えております。今日１回目で説明を受けてここでどうこうというのはす

ぐには難しい状況だと思います｡事務局から３回ということでお話がありましたので、こ

の後、現時点での委員の皆さんのご意見等も頂戴する時間を少し取りたいと思っており

ますが、まずは次回の会議で答申の方向性を決定していきたいというふうに本日は考え

ております。そのように進めてよろしいでしょうか。 

 

（「はい」という声あり。） 

 

中村会長： 

 ありがとうございます。 

また事務局の説明の中と市長のご挨拶の中でも、特別職の期末手当の支給割合等につ

いても私たち委員の意見を聞きたいというようなことでございました。改めてここでま

た事務局に確認ですが、具体的に決定する必要がある事項について整理をした内容を説

明していただければと思います。 
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事務局（四元課長）： 

本日の審議会でご審議いただく事項でございますけれども、まずは、議員報酬及び市

長等の給料の改定をするか、しないかということをご審議いただきたいと考えておりま

す。 

また、期末手当の支給割合等の取扱いについて先ほどお話をさせていただきました

が、答申の中に、附帯意見として盛り込んでいただければと考えておりますので、その

取り扱いの妥当性についても、ご審議をいただきたいと考えております。 

 

中村会長： 

 今事務局から説明があったとおり、大きく２点について説明を受けて、今後ご意見

や、質問またご感想等も委員の皆さんから伺いたいと思っております。 

まず、繰り返しになりますが、１点目が議員報酬及び市長等の給料の額の改定が必要

であるかどうかです。 

次に２点目が期末手当の支給割合等の取扱いについてです。 

初めに、現行の議員報酬と、市長等の給料の額について、皆様から現時点での意見等

をお伺いしたいと思っております。今説明のあった資料は、内容も多くありますので、

委員の皆さんもあっちを見たりこっちを見たりということでちょっと大変な状況だった

かもしれないのですが、ただいま事務局の説明を踏まえまして、委員お１人ずつ忌憚の

ない現時点のご意見を頂戴できればありがたいなと思っております。それでは名簿順で

大変申し訳ございませんが、越智委員から順番にお願いしたいと思います。 

 

越智委員： 

 はい。まず、特別職は定期昇給とかがないので、物価、ＣＰＩですよね、消費者物価

指数とかコアコアＣＰＩって総務省から出していますけど、それに比べて絶対額が固定

されているため、実質的に減少していますよっていうのが、まず実態としてあると思っ

ています。今回事務局からお示しいただいた資料だと、実際の金額がどのように改定さ

れたかは言及されているのですが、その背景にある、我が国の指数、ＣＰＩとか他の指

数があると思いますけど、そういったところと比較したときにこれが妥当なのかどう

かっていうのはちょっとわからなかったので、今時点だとこれが高いとも言えないし、

安いとも言えないなっていうのが、率直な意見としてあります。あと主要財政指標、最

後の方に係長からご説明いただいたと思いますけれども、これも直近の値ですかね、ラ

スパイレスは令和４年って話で他は令和３年ですというところだったのですが、これも

推移がちょっと見えないので単年で見るとこうなのだろうっていうのは理解したのです

が、久喜市が過去５年だったり、10年だったりに渡って、どういった推移をしてきて今

こういう状況ですよっていうのがわかると。個人的には特別職の報酬上げたほうがいい

のではないかなとは考えているのですが、それを説得する材料みたいな、今の資料だと

ちょっと読み解けないです。事務局に資料作っていただくことが可能なのかは存じ上げ

ないのですが。私からのコメントとしては以上です。 

 

中村会長： 

 ありがとうございます。越智委員さんから過去の推移を踏まえた内容も知りたいとい

うようなお話ですが、事務局はいかがですか。 

 

事務局（四元課長）： 

 今委員さんのご指摘の財政指標に関して過去５年から１０年ということでございます

が、こちらは実績が出ておりますので、次回の会議までにお示しをすることは可能でご

ざいます。また、現在、私の方で把握をしている数字といたしましては、経常収支比率

については財政構造の弾力性を測定する指標でございますが、過去５年としますと、平

成３０年から１年ごとに、平成３０年が９３．０、令和元年が９３．１、令和２年が 

８９．５、令和３年が８３．６、そして令和４年が９０．８という数字となっておりま
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す。なお、令和２年、令和３年で８９．５から８３．６とぐっと下がっておりますけれ

ども、こちらについては、市役所が借金をする一つのメニューとして、臨時財政対策債

というものがございまして、その臨時財政対策債の発行可能額が追加されたこと等が原

因となっております。また、実質公債費比率につきましても、手元に資料がございま

す。平成３０年は６．５、令和元年が６．１、令和２年が５．７、令和３年が５．１、

そして令和４年が４．３という推移となっております。これ以外にも財政指標は色々な

角度からいろんな指標がございまして、一概にこの一つを切り取って、財政状況が良い

だろう、悪いだろうというのは、一つの指標だけでは判断ができませんので、他に出せ

るものがあれば、資料を作成させていただきたいと思っております。 

 

中村会長： 

 ありがとうございます。それでは次回に向けて、様々な指標で、過去５年間の出せる

ものには、ご用意いただくということで、越智委員さんよろしいですか。 

 

越智委員： 

 はい。お願いします。 

 

中村会長： 

 続きまして柏浦委員さんお願いいたします。 

 

柏浦委員： 

 資料の５を見て気が付いた部分ですが、議員報酬、市長、副市長の給料が掲載されて

おります。４０市の中で、１０位から１５位の中に収まっている。他市との比較という

部分でいうと、かなり上位にあるというのが、気付いた１点目です。それと市町村別で

見ると、人口の規模あるいは財政規模において、久喜市よりも上位である熊谷市と上尾

市について、例えば熊谷市の市長の給料が１８番目であり、上尾市が２７番目です。人

口規模、財政規模でいうと久喜よりもはるかに大きい自治体です。それに比べて、市長

の給料でいうと、そこよりも上位にあるということが、良い悪いは別にして気付いた点

です。まずはそんなところです。 

 

中村会長： 

 ありがとうございます。次に桐ヶ谷委員さんお願いします。 

 

桐ヶ谷委員： 

 はい。幾つか教えていただきたいのですが前回の答申にあった「総額を考慮する」と

いう文言があるのですが、この総額を考慮するっていう意味はどういうことですか。前

回の答申の中の附帯意見（１）の３行目です。 

 

中村会長： 

 事務局お願いします。 

 

事務局（四元課長）： 

 はい。市長、副市長、教育長については、各１人ずつでございますが、議員となりま

すと、現時点ですと、実際は２６名ですが、定数としては２７名になっております。 

２７人と複数人いますので、例えば議員さん一人に４０万円支出していれば、その４０

万円×２７人の数字が市としては支払う総額になります。この総額で、市の財政事情も

考慮しながら、議員の報酬月額を決めていくべきではないのかと、そういった議論でご

ざいました。ただし、一つご理解いただきたいのが、例えば定数が２７人から３０人に

なったり、２７人から２５人になることで、総額は変わりますが、この審議会の審議事

項は、定数をどうすべきだというところは、審議事項には入っていないということも前
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回の審議会では委員の皆様にはご理解をいただいたところです。 

 

桐ヶ谷委員： 

難しい話なのでよく整理していきたいと思います。あと幾つかあるのですが、資料４

の前回の改定ですけれども、平成２７年度答申で平成２８年４月１日に改定したもので

す。これは答申では改定しなさいという答申だったのですが、この改定率は誰がどう

やって決めるのですか。 

 

中村会長： 

 事務局お願いします。 

 

事務局（四元課長）： 

 この審議会で、これぐらいの額引き上げたらいいですよという答申をいただきまし

て、最終的に決定する議会に月額幾らという一部改正条例案を出すのは、執行部側、市

として判断するということになります。 

 

桐ヶ谷委員： 

 自分の給料を自分で決めるっていう話ですね。わかりました。この表を見ますと昨今

のＯＥＣＤの給料の状況とか、ラスパイレスとの数字も関係しているのですが、一般職

の方は、平成２２年、２０１０年から令和５年、２０２３年までで、１％ぐらいしか全

体で給料が上がってないのではないかと思うのですけど、特別職は、平成２年、１９９

０年からの数字から考えると、市長の給与は１２３％になっています。これ、行政職か

わいそうですよね。働いている方の給料上げるっていう昨今において、一般職の給与改

定は、日本の給与の上がってない状況を如実に表していて、一方で、特別職の給料は何

だかわかりませんけど、アメリカとかイギリスの給料みたいに４０％とか、副議長、議

長は１４０％、１４７％上がっているという状況です。これはそういう理解として正し

いのかどうか教えていただきたいです。それと、資料７の１で、委員長報酬月額が類似

団体平均２８万９，０００円とあるのですけど、これ類似団体が３ですが、新座市は、

委員長報酬月額が入ってないので、これ上尾と久喜を足して３で割っている数字になっ

ているのですが正しいのでしょうか。 

 

中村会長： 

 事務局は確認取れますか。 

 

事務局（四元課長）： 

委員さんからのご質問は、大きく２点だと思います。 

まず一般職と特別職での給料の上げ幅が違うことについてということでございます。

人事課としての見解となってはしまいますが、特別職につきましては、同じ給料という

科目で支出をしておりますけれども、特別職の職務の特殊性というのは、一般職とは違

うものがあると考えております。特別職の額については、その職責だったり、また、他

団体の特別職の金額とのバランスであったり、また先ほども他の委員さんからもご指摘

がありました、物価指数の動向等を総合的に勘案して、現在の額が妥当であると考えて

いるものだと考えています。 

２点目ですが、資料の７－１です。現行の委員長報酬月額、委員さんご指摘のように

新座市については、数字がない状態ですので、２団体としての平均ということですと、

４３万３，５００円ということになります。訂正してお詫びさせていただきたいと思い

ます。 

 

桐ヶ谷委員： 

ありがとうございます。初めてなので色々教えていただきたいのですが、もう２、３
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あります。今回４年ぶりの審議会ということです。資料７の１の一番右側に各市の現行

報酬額の適用年月日というのがあります。これは審議会をやった結果、変わったという

ように読めるのかなと思います。平成１７年とか平成７年という改定年月日の市もある

ようでして、これはこんなに長く審議会を開いてない、あるいはこの特別職の給料の改

定がなされていないというふうに読むのでしょうか。 

 

中村会長： 

事務局の説明お願いします。 

 

事務局（四元課長）： 

他市の動向でございます。審議会につきましては、毎年開催している団体もあれば、

そうでない団体もございます。久喜市も最近は４年に１回のペースというところでござ

います。例えばですけれども毎年開催している市、県内の４０市の中でどれぐらいある

かといたしますと、毎年開催しているのが４０市中６市です。また、令和４年度、昨年

度、４０市中で開催があったのは、１０市となっております。実際にしばらくやってい

ないところもあれば、毎年やっているところもあるというところでございます。 

 

桐ヶ谷委員： 

ありがとうございました。もう一つ、資料１２－１ですけど、市長の通勤手当とは何

かという素朴な疑問です。市長は車が迎えに来て車で帰るというようなイメージを持っ

ているのですが、また４０市中１７市は、手当を支給しているけども他の市は手当支給

してないとなっています。この辺の差、当市の通勤手当の内容等を教えていただきた

い。 

 

中村会長： 

 事務局お願いします。 

 

事務局（四元課長）： 

通勤手当につきましては、地方自治法上支給することができることになっておりま

す。ただし、通勤手当は、実際の通勤について費用弁償、実費弁償といった考えに基づ

いて支給されます。支給はできるけれども、梅田市長は送迎がされているので、そう

いった場合は、実質上は出していないというような理解をしていただければと思ってお

ります。 

 

桐ヶ谷委員： 

ここは手当を消しても良いですか。出ていないのにいらないですよね。そうじゃない

のですか。 

 

事務局（四元課長）： 

ここの表記ですが、例えばですが、副市長もこの通勤手当の対象となりまして、副市

長の居住先に応じて、支給がされます。過去に、副市長に通勤手当を支給している実績

もございますので、通勤手当ありとさせていただいております。 

 

桐ヶ谷委員： 

わかりました。細かいことをお聞きしましてありがとうございました。以上です。 

 

中村会長： 

この通勤手当は条例に明記されているのですよね。自治法上の話と各市の条例の中で

盛り込んでいる、あるいは盛り込んでいないっていうような部分の違いもこの表の中に

は出ているのかなと思います。細かいところありがとうございます。続きまして河野委
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員さんお願いいたします。 

 

河野委員： 

私は１点だけですね。先ほど越智委員からもお話があったとおり、久喜市の財政が、

どういうふうに健全に推移してきたのかっていうところの諸比率をもう少しいただきた

いなと。昨今の物価高騰等を受けて、頑張って財政が良くなっている中では、改定はあ

りだろうと思いますし、久喜の財政がどれだけ健全で余力を持っているか、その推移が

上方トレンドで来ているのか、下方トレンドで来ているのかというのを少し参考にさせ

ていただきながら、判断軸を持っていきたいなというふうに思っていますので、そう

いったヒントというか、判断する色々な財政情報を推移で見せていただけるとありがた

いなというふうに思っています。以上でございます。 

 

中村会長： 

ありがとうございます。それでは先ほど越智委員さんからもお話あったような形で財

政担当部門の方と確認をした上で、次回で指標を出せるものはお願いできればと思いま

す。続きまして後藤委員さんお願いいたします。 

 

後藤委員： 

私は前回、審議会に参加しておりましたが、４年経つと忘れることが多いのですが、

まず、資料６－１を見ていただいて、現行報酬額の適用年月日について、先ほども出ま

したが、ほとんど改定されてない。平成７年や平成６年からそのままの市が結構あるん

ですね。私は思うのですが、今は私たち消費者にとったら、物価が高い。電気代が高く

なっているほか、ガソリン代も１８０円幾らとか、本当に市民生活にとったら大変な時

代が来たと思うのです。確かに特別職の方も一生懸命やっていただける方ですけれど

も、私はこの特別職の方は現行維持で。一般の職員の方の給料は、びっくりしました。

資料１４－２を見たときに、何か一番下のような。ただ国家公務員と比べると埼玉県っ

ていうのは１００％以上の給料もらっている市があるのですね。国家公務員と地方公務

員って、私の先入観ですけど、もっと差があるのかなと思っていたのです。そしたらこ

この数字を見せていただいたときに、越谷なんか１０３．３％で、久喜市が９７％で、

この９７％が私は普通ぐらいだと思っていたのですが、皆さんどう思いますか。それで

もこの４０位ですよね。一般職の方がかわいそうかな。主婦の感覚で言えばね。でもた

だ今、民間の企業で、国では給料上げなさいって言いながらもなかなか企業としては上

げられないでいるのが現状みたいですよね。ですから今の若い夫婦を見ますと、ほとん

ど共稼ぎで子どもを育てて家を買って、そういう中で、特別職の方だけが、これだけの

報酬をいただいているっていうのは、一般市民から見たら、もうこれ以上上げなくて

も、この現状維持は続けられればと私は思っております。よろしくお願いします。 

 

中村会長： 

後藤委員さん、様々な視点からご意見ということでありがとうございます。続きまし

て小林委員さんお願いいたします。 

 

小林委員： 

今日の審議会は、現行の給与が妥当なのか、あるいはそうじゃないのかというような

ところが最終着地点になると理解しているのです。まず妥当であれば現状維持。妥当で

なかったら上げるのか下げるかっていうふうな意味だと思うのですね。今日いただきま

した資料の中で主要財政指数というのをいただきました。その中でやはり一番気になっ

たのが、私も事業も経営していますので、市の借金がどうなっているのかっていうのを

ちょっと調べてみました。そうしましたら、久喜市は国のデータによりますと、久喜市

は２００９年が一番多かったですかね。それ以降毎年、今年まで、比率が下がっている

のですね。ということは、特別職あるいは職員の方も一生懸命やっていただいた成果に
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より年々比率が下がっているということに繋がっていると考えますと、下げるっていう

要素はないと思います。残りは現状維持か、あるいは上げるかということだと思いま

す。そういった面では、他の委員さんからもありましたが、最終的には数字で判断する

ところだと思いますので、指標の資料をもう少し出していただけると、判断する良い材

料になるのかなと思っておりますので、次の会議の時に見せていただければありがたい

なと思います。以上です。 

 

中村会長： 

ありがとうございました。続きまして田村委員さんお願いいたします。 

 

田村委員： 

はい。私はこの資料５を見ていて、やはりどうしても人口が多いところは、やはり上

位の方にあるなと。久喜市も１１番目の人口というところで、横に見ていくと平均的な

ところではあるのですが、前回の審議会で、妥当だという判断をしてからの人口の増

減、どれぐらい人口が増えたり減ったりっていうところを知る資料もいただけたら、判

断基準にはなるのかなと。人口が多ければやはり負担等も大きいのかなと思いますの

で。 

 

中村会長： 

ありがとうございます。今田村委員さんからは人口動態、人口の動きについて資料を

というようなお話がありました。いろんな視点からご検討いただくには必要なものとい

うふうに考えられますので、他の委員の皆さんにも資料としてご準備いただければあり

がたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして堀井さんお願いいたし

ます。 

 

堀井委員： 

資料がたくさんあってなかなか読み解くには難しいなと思ったのが第一でございま

す。ただ色々な資料を見ますと、元になっているのが人口っていうところが最初に来る

わけですよね。そうすると、僕も初めてこの資料を見たときに、例えば久喜市の人口が

４０市中１１位だとすると、それぞれ議長の方は１１位のところから、人口に対してど

うなのかなっていうことで見てしまうようなところがありました。一般職ではなくて、

特別職ですから、会社の社長と同じように成果に応じて給与とか報酬が決まってくるの

ではないかなと思いました。例えば市長だったら、人口が最初に来るってことは人口が

非常に大きなウェイトを占めているわけですから、市として、人口がこれから増えてい

くのか、減っていくのか、そして増えていくようにするためにはどういうことをやって

いるのか、そして増えていくような方策ができているのであれば上げていくべきだろう

と思うし、下がっていくようであれば、どういうふうにした方がいいのかなと、それか

ら議員についても、市の運営を監督したりしていくわけです。そして、それに応じて法

令を作っていったりするわけですから、市が発展していくような議会運営をしていれ

ば、上げていくべきだろうし、例えばここにもっと小さな市でもですね、住みたいまち

ランキングが一位であったりとか、そういうような市もあるわけです。久喜市っていう

のは、鉄道も、ＪＲも通っていますし、東武線も通っていますし、非常に交通の便もよ

く、東京からの連絡も良いわけです。これから発展すると思って僕は今、久喜市の市民

になっているわけなので、ぜひ市長や副市長、議会の皆さん、それから教育に関係する

教育長に頑張って欲しいなと思います。まだ資料をよく読み込めてないので、ちょっと

した意見になりますが、以上でございます。 

 

中村会長： 

ありがとうございます。非常に貴重なご意見かと思います。それでは宮内副会長さ

ん、よろしいですか。 
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宮内副会長： 

はい。皆さんから色々な意見が出ましたのでそれは省きますけど、やっぱり財政の中

で示す割合っていうのが図表等でわかるともうちょっと。それから前回、議員さんの報

酬で大分もめたと思うのですけど。議員さんの報酬の総額、全体の人数を掛けた総支出

について、確か附帯事項で議員定数を削減してＯＫが出たような記憶があったのですけ

ど、ずっとそのままかと。自然減で今減っていますよね。でもこの間、議員定数は全然

いじられてなかったですよね。附帯事項で条件付けてアンダーラインが引いてあったよ

うな記憶が私の中にあるのですけど。この会議では議員の定数をいじることはできな

い。だからそちらへ預けたのです。そういう附帯事項があったような気がしたのです

が、それはされなくて、了解した部分だけが動いていったのかどうかその辺ちょっと知

りたかったのですけど。前回の委員さんたちでもそのことは常に何かいろいろ見てきて

皆さん気にされていたのです。自然減で今に減っているだけであって、きちんと修正し

た記憶が私たちにはなかったので、その辺わかったら教えていただきたいです。 

 

中村会長： 

前回の状況をわかる範囲で結構ですが、ご説明していただけますか。 

 

事務局（四元課長）： 

はい。議員報酬の総額の関係でございますが、先ほどお話をしましたとおり、審議事

項としては、この特別職報酬等審議会では扱えないと。執行部側として、議員定数につ

いて何か話があったのかどうかというところは、現時点では、特に情報は入ってきてい

ないところでございます。 

 

中村会長： 

ありがとうございます。今宮内副会長さんも過去に参加いただいた審議の中で、ご記

憶があるということで、やはりその辺の総額というのが、審議の中の議論になったとこ

ろだったと思います。最終的には今資料として提出していただいています答申書が確定

の内容となっておりますので、当時の委員さんの総意の元、これで答申ということで、

案を作って皆さんにご了解を得たというような記憶があるところです。事務局でも話が

あったような人数については、なかなかこの審議会では触れられない部分がありまし

て、数字からすると、先ほど桐ヶ谷委員さんからもあった総額っていうようなことでも

お話があったので、その部分について、色々と各委員さんが思うところがあるのかなと

思います。これについては、そこまで立ち入れる審議会ではないということで、事務局

から先ほど説明があった内容でよろしいですか。 

 

宮内副会長： 

 はい。 

 

中村会長： 

ありがとうございます。特別職の額について、ただいま委員の皆さんから、本当に膨

大な資料の中から現時点でのご意見いただきましてありがとうございます。事務局にお

願いですが、財政又は人口といった色々な視点から今回の審議会で検討したいというこ

とです。熱心な委員さんからのご要望ですので、ぜひ他の部と調整していただきなが

ら、可能なものについては、準備いただけるようであれば、２回目の会議に向けて送っ

ていただきたいと思います。 

それでは額について、現時点での委員の皆さんの貴重なご意見いただきましてありが

とうございます。続きまして、特別職の期末手当の支給割合についてですが、こちらに

ついては、委員の皆さん全員にまたお聞きするのではなく、この時点での確認、又は第

２回に向けて必要な、何か欲しいものがあるよというようなことがあれば、挙手をして
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いただければありがたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

はい。越智委員さん、どうぞ。 

 

越智委員： 

私は一般行政職の人事院勧告の値とそろえればいいかなとはシンプル思っています。

本当は目標に対して、それの達成率で変動するっていうＫＰＩがあってしかるべきかな

と思いますけど、それは選挙で判断すればいい話なので、一緒でいいかなと思っていま

す。さいたま市とか川口市とかは別の割合が示されてたりはしますけど、久喜市はもう

ずっと昔から。この一般行政職の人事院勧告の値と同じ割合を、特別職の期末手当の割

合に準用しているっていう理解でよろしいですかね。 

 

中村会長： 

 事務局お願いいたします。 

 

事務局（四元課長）： 

久喜市につきましては一般職の期末手当プラス勤勉手当の月数に準拠するということ

は、これまでずっと同じ考え方でやっております。また、さいたま市だったり、期末手

当の月数が少ないところについては、加算率が久喜市よりも大きい加算率を掛けて、実

際にはもう少しもらっているっていうようなところもあったりします。支給月数だけで

見るとさいたま市だったりは、３.３０という数字が出ておりますけれども。加算率の適

用の違いがあるというところをご了解いただければと思います。 

 

越智委員： 

 ありがとうございます。さいたま市は例としてあまり良くなかったですね。川口と

か、新座とかを言った方がよろしかったかもしれませんが、久喜市においては一般職と

同じ値をずっと使っているってことで承知いたしました。 

 

中村会長： 

はい、ありがとうございます。他の委員さん、こちらの期末手当の支給割合等につい

て現時点で確認なりご意見等がありましたらお願いいたします。 

審議会の直接の審議事項ではないということですが答申に附帯意見として盛り込んで

欲しいというようなことでしたので、ただいま出た意見を基に、また次回の会議の中

で、附帯意見の内容等について固めていければと考えております。委員の皆さんにおか

れましては、非常に細かな貴重なご意見ありがとうございました。お手元に配布された

本当に膨大な資料の細かい部分を、色々な視点から見ていただいておりますが、先ほど

事務局から資料の２から１４まで、ずっと説明がありましたので、そちらの説明も参考

にしていただきまして、次回の会議までに、答申の方向性につきまして、各委員さんで

ご検討をして、第２回に臨んでいただければなと思っております。よろしくお願いいた

します。 

 

後藤委員： 

ひとつよろしいでしょうか。 

 

中村会長： 

 はい、どうぞ。後藤委員さん。 

 

後藤委員： 

先ほど行政側からの説明で、この期末手当が４．５になるとお聞きしたのですけど。

人事院勧告で。そうしますと、特別職も４．５になるということですか。ということ

は、必然的に給料は上がるっていう形になりますよね。どうでしょう。 
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中村会長： 

資料４の説明の中での令和５年度の部分ですかね。事務局、どうでしょうか・ 

 

事務局（四元課長）： 

令和５年度は国の人事院勧告に基づきますと０．１月分、期末・勤勉手当の支給割合

が上がるということになりまして、現状のこれまでの考え方ですと、一般職、我々の職

員が０．１月分上がるので、特別職についても同じように０．１月分増えますよという

ことになります。ただ、市長、副市長、教育長の給料月額、また議員さんの報酬月額に

ついてはそれに伴って連動して引き上がるっていうことではなく、あくまでも月額は変

わらず、期末手当の支給割合の月数だけが０．１月分増えるという形になります。 

 

中村会長： 

前回の答申書、資料の３の中の４ページの（２）のところの特別職の期末手当につい

てという部分ですかね。額ではなく支給月、割合が連動してくるということです。今ま

でも人事院勧告で月数がアップすると、額は変わらずに、割合が上がってきたというよ

うなやり方をずっと久喜市はとっているということが現状のようです。これについても

今回ご意見をいただきたいということですので、次回に向けてまたご意見等賜れればと

思っております。よろしいですか。他の委員さんよろしいですか。ありがとうございま

す。 

また資料を見ていただいて、第２回に向けてわからないっていうのがありましたら確

認等をいただき、忌憚のないご意見をいただいてですね、しっかりと納得した上で答申

の案を皆さんと議論していければありがたいなと思っております。ここの場に限らず何

かまたありましたら事務局に確認をしていただいて、第２回に臨んでいただければあり

がたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは議題の（１）については一旦ここで閉めさせていただいてよろしいでしょう

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

（２）議題２ その他 

 

中村会長： 

はい。ありがとうございます。それでは続きまして議題の（２）のその他について、

委員の皆さんから何かございますでしょうか。 

 

（発言する者なし） 

 

中村会長： 

よろしいですか。はい。それでは事務局の方からは何かありますか。 

 

事務局（篠原係長）： 

それでは、今後の予定等についてご説明申し上げます。次回の審議会の開催予定でご

ざいます。次回の会議の予定で開催でございますが、１０月２４日、火曜日、午前１０

時から、会場は今回と同様、こちらの市役所４階大会議室にて開催させていただきたい

と存じます。 

また第３回につきましては、１１月１０日、金曜日、午前１０時から、会場は今回と

同様に、こちらの市役所４階大会議室にて開催させていただきたいと存じます。なお、

次回の会議では、答申の方向性についてご決定いただきたいと存じます。 

続きまして、本日の会議録の関係ですけれども、ほぼ全文記録方式で案を作成後、今
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回の署名委員であります中村会長と、越智委員さんへと一任という形で確定とさせてい

ただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

中村会長： 

ありがとうございました。事務局の方からその他ということで、第２回、第３回の会

議の日程について、ご連絡ありました。委員の皆様大変お忙しいと思いますので、事前

にこういった形で連絡いただけると非常にありがたいところですが、第２回が１０月２

４日、火曜日、午前１０時から、第３回が１１月１０日、金曜日、午前１０時からとい

うことで、いずれもこの会場ということですので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の議題は終了になりますが、何か言い忘れていること、確認漏れがあ

りましたら、よろしいですか。 

 

（意見等なし） 

 

中村会長： 

ありがとうございます。無いようでしたら以上で本日の議題は終了いたします。今

回、１０人の特報審の委員ということで、これも何かのご縁ですので、次回以降も熱心

な議論をお願いしたいと思います。本日はご協力ありがとうございました。進行を事務

局に戻したいと思います。 

 

７ 閉会 

 

司会（四元課長） 

中村会長ありがとうございました。また、委員の皆様におかれましても、大変お疲れ

様でございました。長時間にわたりご審議をいただきましてありがとうございます。以

上をもちまして、令和５年度第１回久喜市特別職報酬等審議会を終了させていただきま

す。ありがとうございました。 

 

 会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注) 

 

  令和５年１０月２４日 

 

                    中村 貴子            

 

                    越智 優作            

 

(注) 特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 


